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１．「コロナ禍」における「子ども問題」
１）２つのＮＨＫ特集番組の意味するもの

2021年６月16日、ＮＨＫ番組「クローズアップ現
代：あなたは大丈夫－コロナ禍のアルコール依存」
が放送された。同時期は４月から始まった「第４波」
の感染時期である。「変異ウイルス（アルファ株）」
へ置き換わりが急速に進行し、４月23日、政府は、
３回目となる緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京
都の４都府県に発出し、結局、計10都道府県まで拡
大し、実施期間も２回延長されたが、６月20日に沖
縄県を除いて解除された。

こうした時期に放送された番組には、久里浜医療
センターの樋口進院長が出演、コロナ禍が関係して
いる初診患者の中の３割が「アルコール依存」であ

ることを報告し、「新しい生活様式」として喧伝され
ている「在宅勤務」は、「オン・オフの切り替え」が
不適応になると、「ストレス」発散のため、いわゆる

「家飲み」を生み出すというプロセスを明らかにし
た。患者の会話からは、「ミーティングが終わるとア
ルコールを手にする。」といった言葉が語られた。そ
れ以上に驚くことは、これまで飲酒しなかった層が、
あっという間に飲酒量増大する事例の紹介である。
会話からは、「ビール12本を一度に…。」、「焼酎５合
瓶を直接口飲み…。」といった言葉が語られた。

樋口院長によれば、アルコール依存症とは「孤独
の病気」であり、患者は「飲まずにはいられなくなっ
ている状態」にある。したがって、「家族・仕事・健
康よりアルコールを優先する。」、「飲み始めると止ま
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らない。」といった、飲酒行動の変容が生まれるとい
うのである。ここには、「家庭」や「家族」の存在は
ない。ましてや、「目の前の子ども」の姿も消失して
いる。もちろん、これが「マイナーケース」という
こともいえるであろうが、「マイナーケース」から

「社会変動」を見通すのは、デュルケームをはじめと
する、社会学のアプローチでもある。

しかも、「アルコール依存症」は決して「マイナー」
ではない。感染防止策の一環として外出自粛の日々
が緩和されても、「マスク」、「手指消毒」の規制が今
後も続くことが予想され、子ども・おとなともに、
ウイルス感染の不安と外に出られないストレスを抱
えながら生活することによって生み出される「必然」
と考えた方が、より生産的な思考であろう。

そして、同じように「マイナーケース」と思われ
ていたものが「必然」となった事例を、1978年10月
９日、ＮＨＫ特集「警告 !! こどものからだは蝕まれ
ている！」が伝えている。

正木健雄日本体育大学教授（当時）のグループの
協力によって放送された番組では、養護教諭、保育
士が実感している「子どものからだの“おかしさ”」
を全国規模でアンケート調査（43項目）した結果を
基に、「朝からアクビをする」、「授業中にちゃんと
座っていられない（背中ぐにゃ）」などの、子どもた
ちのからだの変化、実態についてその危機的状況が
報告された。「アレルギー」を含めて、このような

「身体の危機的状況」は、それまで一般的には知られ
ていなかった。その後も、「子どものからだと心・連
絡会議」が実施する調査により、経年的な変化が把
握されているが、こどもの生活の実態を明らかにす
るためには、「体育学」「保健学」「小児科学」といっ
た視点が不可欠であり、「身体論」としての検討が必
要なことをあらためて私たちに提示したものととら
えることができる。

２）�「地域で子どもを育てる生活体験事業」の原点：
1979年

「国際児童年」とされた1979年は、大人たちが「子
ども問題」と正面から向き合い、子ども自身を主人
公にしようとする運動が大きく前進した年である。
子どもたちの「遊ぶ力」を引き出すために、東京・
世田谷区羽根木公園には、大村虔一・璋子夫妻によ

り、「自分の責任で自由に遊ぶ」をスローガンに、日
本で初めての常設の冒険遊び場、「羽根木プレーパー
ク」が開設されている。

また、同じ1979年、福岡県庄内町では、子ども会
指導者協議会を中心に「青少年キャンプ設立計画」
が策定され、翌80年「使う人が自分で作るキャンプ
場」がオープンした。83年、このキャンプ場を舞台
に「５泊７日の通学キャンプ」が開始された。庄内
町立生活体験学校の創造的な事業「通学合宿」の原
型である。こうした「地域で子どもを育てる」とい
う動きは、その後全国に広がり、各地で意欲的な試
みが積み重ねられてきた。

さらに、同じ1979年、西日本新聞社から『だれが
教育をになうべきか』が刊行され、「今日こそ、自主
性や創造力や生命力にあふれ、真の『生きる力』を
備えた子どもを育てるために、子どもの教育に大き
な比重を占める家族と学校と地域の三者が、どのよ
うな役割をになうべきかという問題を改めて真剣に
検討すべき時期にきて」いると指摘、実証的研究に
基づき「地域における社会規範は子どもの生活体験
のなかに生活活動を通して生きて働き、生活体験は
社会集団の意図的組織的働きかけによって調整され、
充実強化されなければならない。」と提言している。
「国際児童年」、1979年という時代に始まった、「自

主性や創造力や生命力にあふれ、真の『生きる力』
を備えた子どもを育てるため」の取組みは、1980年
代、全国各地で積み重ねられていった。その先駆的
な取組みは、1990年代に入って多様なかたちでの展
開を生み出し、その取組みのミッション（社会的使
命）と具体的なプログラムは、1996年、「子供に〔生
きる力〕と〔ゆとり〕を」とする基本理念を明らか
にした第15期中央教育審議会答申、「21世紀を展望
した我が国の教育の在り方について（第１次答申）」、
さらに、家庭や地域社会で様々な体験活動の機会を
子どもたちに ｢意図的｣・｢計画的｣ に提供する必要
をうたった、1999年､ 生涯学習審議会答申、｢生活
体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ｣ の
中で、「生活体験の理念と政策」を明らかにした。

そして、国の政策的な転換が､ 2002年度からの
「完全学校週５日制」の実施という、学校・家庭・地
域という、子どもたちの生活構造の「社会的変動」
にあったことはいうまでもない。そして、今次の「新
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型コロナウイルス感染症」をめぐる、子どもたちの
生活構造の変化・変容は、そうした「外的な要因」
によって、「学校と家庭」という日常性をまさに根底
からひっくり返し、国民や保護者が想定できない事
態をもたらしたという意味では、「完全学校週５日
制」の実施と通底する出来事であったのである。「事
前の想定」がなかったという違いを考えてもである。

首相が「全国すべての小中高校などを３月２日か
ら春休みまでの間、臨時休校する」よう要請した２
月27日夜、筆者は近くの午後10時まで営業の大型
ホームセンター「Ｄ」に現地調査に赴いたが、あっ
という間に、売り場から「パスタ」、「カップ麺」、「保
存用米」などが品切れになる事態を目撃した。先行
きの不安の中、保護者にとっては、「学校休校」イ
コール「学校給食なし」、イコール「昼ごはんの準
備」という、思考回路が明白であった。

唐突な、首相の法的根拠に基づかない要請により、
2020年３月２日から６月７日まで、全国すべての小
学校、中学校、高等学校、特別支援学校において実
施された臨時休業、すなわち、「学校の一斉休校」は、
その後長期間にわたって「学校と家庭」の時間構造
に大きな衝撃をもたらすことになった。まさに、『だ
れが教育をになうべきか』が問われたのである。

３）「子ども問題」を分析する見取り図について
新型コロナウイルス感染症については、全国の１

日あたりの新規陽性者の報告数の急増期と安定期、
減少期が感染のサイクルとして把握され、また、そ
れが一定の期間を経て繰り返されることから、報道
等では「流行の波」、「第○波」という言葉が使われ
た。「流行の波」は、現時点（2022年７月）までに
７回あり、そのたびに「緊急事態宣言」発出の是非
が問われることとなった。本稿では、第１波から第
７波までの概要を延べ、これを時期区分とすること
により新型コロナウイルス感染症に関わる出来事を
整理するワークシートづくりについて考えることと
する。７つの時期区分を「ヨコの表頭」に置き、「タ
テの表側」には、食事・睡眠・生活態度・友だち関
係・家族関係などの「生活体験」に関わる項目など
が考えられる。家庭・地域・保育所・幼稚園・小学
校等の「共同空間（場所）」の場面ごとに、［出来事］
や「気づき」、「意味の受け止め」、「周りの変化」な

どをこのワークシート表に書き込むことによって、
この２年６カ月の期間だけでも、表の左から右に通
観すると、新型コロナウイルス感染症が子どもたち
にもたらした「変化」・「変容」を明らかにすること
が可能になる。その作業により、「コロナ禍」がもた
らす「体験欠損」を考えることが可能となるのであ
る。ただ、本稿は「試論」という位置づけであり、
７つの時期区分について述べることに留めたい。

なお、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措
置」について述べておこう。緊急事態宣言及びまん
延防止等重点措置とは、新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づいて日本国政府が発する布告であ
る。日本において新型インフルエンザなどの感染拡
大によって国民生活や社会経済活動に甚大な影響が
出ると判断した場合に「基本的対処方針分科会」へ
の諮問を経て、内閣総理大臣が期間・区域を決めて
発令することとされている。都道府県知事は、外出
自粛、公共施設の使用制限、事業者への休業要請、
飲食店などの営業時間短縮の要請・命令、イベント
の開催制限などの要請・指示のほか、臨時医療施設
開設のための土地・建物の使用や医薬品・マスクな
どの売渡しに関する命令を発することが可能である。

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」は、2020年
３月13日、特別措置法改正案の承認にともない成立、

「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」は、
2021年２月３日に行われた特別措置法の改正により、

「緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速なまん延を
予防することを目的として設けられた。２つの措置
とも、今次の「新型コロナウイルス感染症」の流行
への対策としてのみ発出されているが、その実施時
期は次の通りである。
「緊急事態宣言」
 　・第１回：2020年４月７日～５月25日
 　・第２回：2021年１月８日～３月21日
 　・第３回：2021年４月25日～６月20日
 　・第４回：2021年７月12日～９月30日

「まん延防止等重点措置」
 　・第１回：2021年４月５日～９月30日
 　・第２回：2022年１月９日～３月21日
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２．�「新型コロナウイルス感染症」の発生と政策
の展開

１）「新型コロナウイルス感染症」の発生
まず、「新型コロナウイルス感染症」の発生と経緯

について、「厚生労働省報道発表資料」等により、そ
の概要をみておこう。

2020年１月６日、厚生労働省の発表によって「中
華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、
原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が
複数報告」されていることが明らかになった。その
10日後、１月16日に、厚生労働省は「１月14日、神
奈川県内の医療機関から管轄の保健所に対して、中
華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴がある肺炎の患
者が報告」され、国立感染症研究所の検査により新
型コロナウイルスへの感染が確認されたとして、「新
型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国
内で確認されたのは初めて。」と発表があった。患者
は、30代男性であった。
「初の症例確認」を伝える「厚生労働省報道発表資

料」には、「コロナウイルスとは人や動物の間で広く
感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引
き起こすものはこれまで６種類が知られていますが、
深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-

CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と
MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以
外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状
にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報
ページをご参照ください。」との記載があり、国民の

「不安」に応える情報提供を図っている。
１月28日には、国立感染症研究所より、６例目の

症例の報告があった。この患者（60代男性）は、奈
良県在住のバス運転手で、悪寒、咳、関節痛があっ
たことから１月17日に奈良県内の医療機関を受診し

「各種検査異常なく経過観察。」という措置とされ、
その後咳症状の増悪により25日に再度受診した際に、
武漢市の滞在歴はなかったものの、武漢市からのツ
アー客との接触があったため、疑似症サーベイラン
スとして報告されたものである。翌29日には、バス
に同乗していたガイド（40代女性）の感染も確認さ
れた（８例目）。厚生労働省は、それまで「国民の皆
様へのメッセージ」に記載していた「中国国内では
人から人への感染は認められるものの、我が国では

人から人への持続的感染は認められていません。」と
いう文言を「我が国において、現在、流行が認めら
れている状況ではありません。」に修正した。わが国
でも、「人から人への感染」という新しい段階に入っ
たのである。

こうした中、大きな衝撃を与えたのが、クルーズ
船「ダイヤモンド・プリンセス号」内で発生した感
染事案である。同号は、乗客2666名、乗員1045名を
乗せ、１月20日に横浜港を出発、鹿児島、香港、ベ
トナム、台湾、沖縄を経由し、２月３日に横浜港に
帰港したものである。２月５日の厚生労働省報道発
表資料「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と
厚生労働省の対応について（令和２年２月５日版）」
には、「２月３日より横浜・大黒ふ頭沖で検疫を実施
しているクルーズ船『ダイヤモンド・プリンセス号』
内の10人について、新型コロナウイルス検査の陽性
が確認されたため、患者は神奈川県内の医療機関へ
搬送されました。同クルーズ船に対する検疫は、引
き続き実施しています。現在、有症者を中心に新型
コロナウイルス検査を実施しており、その結果につ
いては、追って公表いたします。」と記載されてい
る。

２月20日に発表された「発横浜港で検疫中のク
ルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症
について（第14報）」では、「船内での長期間にわた
る滞在により健康確保の観点からリスクが高いと考
えられる方を中心に、発熱等の症状のある方を含め
て、新たに新型コロナウイルスに関する検査を実施
し、結果が判明した52名のうち、13名（うち無症状
病原体保有者６名）について新型コロナウイルスの
陽性が確認されました。今後、感染症病棟を有する
医療機関等に搬送することとしています。陽性が確
認されたのは、延べ3063名の検査中634名（うち無
症状病原体保有者延べ328名）となりました。」と記
載されている。

２月22日には、「横浜港で検疫中のクルーズ船ダ
イヤモンド・プリンセス号からの下船について」が
発表され、「検査結果が陽性であった方と同室で過ご
された方（濃厚接触者）は、その間に陽性の方から
ウイルスが感染する可能性があったため、陽性の方
との接触がなくなり、そのウイルスが感染するおそ
れがなくなった時点から、潜伏期間が経過するまで
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の間、政府が用意する宿泊施設の個室で過ごしてい
ただくことになりました。このため、本日、クルー
ズ船『ダイヤモンド・プリンセス号』から、89名（う
ち日本人70名）の方が下船し、税務大学校和光校舎

（埼玉県和光市）へ移動しました。今後は、陽性の方
との接触がなくなり、そのウイルスの感染のおそれ
がなくなった日（起算日）から14日間は健康観察と
して当該施設に留まり、経過後には PCR 検査を行い
陰性であることを確認した上でご帰宅いただくこと
を検討しています。」という形で一応の決着を見た
が、最終的に、同号での感染者は計712人（うち死
者は13人）に上った。

さらに、２月13日、神奈川県居住の80代女性が呼
吸状態悪化のため死亡した。27例目の症例で、その
前日新型コロナウイルスの PCR 検査を実施、死亡
後、PCR検査の結果が陽性であることが確認された。

「国内で初の死者の確認」である。
こうした状況を踏まえ、２月11日からは「国民の

皆様へのメッセージ」の中に、【多くの方が集まるイ
ベントや行事等の参加・開催について】を追加、「多
くの方が集まるイベントや行事等に参加される場合
も、お一人お一人が咳エチケットや頻繁な手洗いな
どの実施を心がけていただくとともに、イベントや
行事等を主催する側においても、会場の入り口にア
ルコール消毒液を設置するなど、可能な範囲での対
応を検討いただけますようお願いいたします。」と記
載し、特段の注意を喚起した。

２）発生当初の政府の対策
「厚生労働省報道発表資料」及び「新型コロナウイ

ルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告」、
新聞各紙報道等の資料により、「新型コロナウイルス
感染症」への対策についてみておこう。

感染者の増加、さらには「濃厚接触者」の一層の
拡大という、「市中感染」の不安が強まり始めた２月
後半頃から、政府に具体的な対策を求める動きが高
まって行った。

医学的な見地から政府に助言する「専門家会議」
の初会合が２月16日に開かれ、翌17日、厚生労働省
は相談や受診する際の「目安」を公表、「帰国者・接
触者相談センター」に相談する際の基準として「風
邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く」など

の症状を示した。24日には専門家会議が対策の基本
方針に関わる「見解」を公表、それを踏まえて、25
日に政府は「全国一律のイベント自粛要請はしない。」
等の基本方針を取りまとめた。これに対し、26日、
厳しい感染状況下にある北海道知事が会見で「２月
27日から３月４日まで道内の小中学校を臨時休校す
る。」旨、明らかにした。同知事は、28日には北海
道独自の対策を発表、週末の外出自粛を道民に呼び
かけた。

２月26日、首相は全国的なスポーツ、文化イベン
トを「今後２週間は中止、延期、または規模を縮小
する」対応を要請、翌27日には「全国すべての小中
高校などを３月２日から春休みまでの間、臨時休校
する」よう要請するなど、政府は大きく政策を転換
させることになった。29日、首相は官邸で新型コロ
ナウイルス対策をめぐる初めての記者会見を開き、

「これから１、２週間が、急速な拡大に進むか、終息
できるかの瀬戸際となる。こうした専門家の皆さん
の意見を踏まえれば、今からの２週間程度、国内の
感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべき
である。」と述べ、政府の対策について理解を求め
た。なお、「学校の一斉休校」については、学校に多
くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まるこ
とによる感染リスクにあらかじめ備えるためとして、
全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援
学校について2020年３月２日から６月７日まで３カ
月間実施された。「学校休校」は、新型コロナウイル
ス感染症対策に関わる出来事を読み解く、１番目の
重要なキーワードである。

厚生労働省は、「クラスター対策班」を設置、感染
の流行を早期に終息させるため、「患者集団（クラス
ター）」が次のクラスターを生み出すことを防止する
ことを目指し、自治体と連携して集中的な対策を取
るという方針を明らかにしたが、３月９日、厚生労
働省の専門家会議は、これまで集団感染が確認され
た場所は三つの条件を満たす場所や場面、すなわち

「換気の悪い密閉空間」、「多くの人が密集」、「近距離
（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声」
とし、「クラスターの発生のリスクを下げるための３
つの原則」として、「換気を励行する」、「人の密度を
下げる」、「近距離での会話や発声、高唱を避ける」
を提示した。後に、「近距離での会話や発声」を「密



6 生活体験学習研究　第22号

接」とすることにより、「３つの密（「密閉・密集・
密接の三密」）」という言葉が誕生、「３つの密を避け
ましょう !。」という政府の広報キャッチフレーズが
国民の間に流布した。「３つの密」は、新型コロナウ
イルス感染症対策に関わる出来事を読み解く、２番
目の重要なキーワードである。

日本でも感染が広がるにつれて、政府が「緊急事
態宣言」を出して迅速な対策を遂行するべきだとの
意見が強まったが、政府は、2012年に、新型インフ
ルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのあ
る新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命
及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす
影響が最小となるようにすることを目的として制定
された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の
改正で対応することになった。３月13日、特別措置
法改正案が成立、翌14日に施行され、これにより、
政府が特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発出
できる法的根拠が整ったことになる。「緊急事態宣
言」は、新型コロナウイルス感染症対策に関わる出
来事を読み解く、３番目の重要なキーワードである。

４月１日に開かれた専門家会議では、感染状況に
ついて「オーバーシュートは起きていないが、医療
供給体制がひっ迫しつつある。」と医療崩壊の懸念を
示した。４月７日、初の「緊急事態宣言」が東京、
神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県
を対象区域に実施され、16日には全国に拡大された。
実施期間は、「４月７日から５月６日まで」と決定さ
れた。これに基づき、都道府県知事は、住民に対し、
生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をは
じめ、感染の防止に必要な協力を要請することがで
き、また学校の休校や、百貨店や映画館など多くの
人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行え
るほか、特に必要がある場合は臨時の医療施設を整
備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに
使用できるとされている。５月１日及び４日、相次
いで専門家会議が開かれ、「新規感染者は減少傾向」
とする一方で、新型コロナウイルスへの対応は「長
丁場を覚悟する必要がある。」として、人との距離を
できるだけ２メートル空ける「フィジカルディスタ
ンス」や手洗いの徹底、テレワークやオンライン
ショッピングの推奨など「新しい生活様式」を提案
した。「新しい生活様式」は、新型コロナウイルス感

染症対策に関わる出来事を読み解く、４番目の重要
なキーワードである。

５月４日、政府は「緊急事態宣言」を５月31日ま
で延長することを決定。５月14日に、北海道・東京・
埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫の８つの都
道府県を除く、39県で緊急事態宣言を解除、21日に
は、大阪・京都・兵庫の３府県について解除するこ
とを決定した。緊急事態宣言は、東京・神奈川・埼
玉・千葉・北海道の５都道県で継続されたが、５月
25日には全ての実施区域で緊急事態宣言が解除され
た。

３）「ワクチン接種」の意義と実施過程
新型コロナウイルス感染症の流行拡大にともなっ

て、「ワクチン接種」が予防政策として最重視される
ことになった。「ワクチン接種」は、新型コロナウイ
ルス感染症対策に関わる出来事を読み解く、５番目
の重要なキーワードである。

ワクチンの確保にともなう製薬企業との交渉に時
間がかかったことから、実施は2021年に入ってから
となり、またワクチンの確保数に限りがあることか
ら、まずは医療従事者、次に基礎疾患のある人、高
齢者という優先順位に従って対象が拡大されていっ
た。「接種は２回」、費用は国の負担であり、国や自
治体は接種券や予診票を送り、できるだけ接種を促
すという「接種勧奨」という基本的なスタンスで推
進された。「接種するか、どうか」は国民の自由意思
に委ねられたのである。

２月12日、日本国内向けのアメリカのファイザー
製ワクチンの第１便が成田国際空港に、旅客機によ
る貨物便で到着した。第２便は２月21日に、第３便
は３月１日に成田に到着している。2021年２月17日
から、最初に薬事承認されたファイザー製ワクチン
の接種が、医療施設の医療従事者を対象に開始され、
４月以降、65歳以上の高齢者を対象に接種の予約が
開始された。接種希望者が極めて多かったことから、
予約の窓口に電話・インターネットが過剰に集中、
各地で大混乱が起きた。こうしたことから、５月24
日からは東京都心と大阪市内に自衛隊によって大規
模接種センターが開設され、東京・神奈川・埼玉・
千葉の１都３県、及び大阪・京都・兵庫の２府１県
の高齢者を主な接種対象にして、自衛隊の医官や看
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護官を中心に業務にあたった。
６月１日、厚生労働省はファイザー製の新型コロ

ナウイルスワクチンについて、これまで16歳以上を
公費負担の接種対象としていたものを12歳以上に拡
大し、６月13日以降、企業や大学での職域接種が開
始された。政府は「１日100万人接種」を掲げて、迅
速な実施を進めた。

12月１日には、新型コロナウイルスワクチンの３
回目の接種が開始された。現在、５～11歳を除く年
齢の対象者は、接種を受けるよう努めなければなら
ない「努力義務」とされている。また、「５～11歳
への接種」については、2021年11月10日、ファイ
ザーのワクチンについて、５～11歳への接種に係る
薬事承認が厚生労働省に申請された。12歳以上の接
種量の３分の１を３週間空けて２回接種する方式を
取る。これに対し、2022年１月19日、日本小児科学
会は、５～11歳小児へのワクチン接種は意義がある
としつつも、子どもを COVID-19から守るためには、
まずは周囲の大人のワクチン接種が重要であると強
調、その上で、子ども自身の接種については、基礎
疾患のある子どもに対して重症化予防効果が期待で
きるとし、また健康な子どもについては、「メリット

（発症予防等）とデメリット（副反応等）を本人と養
育者が十分理解し、接種前・中・後にきめ細やかな
対応が必要である。」とする見解を発表した。

2022年１月21日、薬事承認され、2022年３月より
準備ができた自治体から順次、接種を始める予定が
示された。実際には、第１回の接種を３月、２回目
の接種を４月に、それぞれ医療機関で実施するとい
う進め方となった。９月30日までを実施期間として
いる。

２月10日、厚生労働省の分科会での協議の結果、
５～11歳のワクチン接種について、「接種勧奨」（国
が接種を対象者に勧める）はするものの「努力義務

（本人が接種を受けるよう努めなればいけない）」と
はしないことが決められた。その理由について、厚
生労働省の広報文は、「小児用のワクチンは、臨床試
験等から有効性や安全性が確認されていること、海
外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、
日本でも接種が進められることになっています。し
かし、小児については、現時点において、オミクロ
ン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏ま

え、小児について努力義務の規定は適用せず、今後
の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論すること
が適当であるとされました。」と説明されている。

現在進行中の、「ワクチンの小児接種」は、どのよ
うな展開を見ているのであろうか。

５月16日の朝日新聞デジタル版は、「開始から２
カ月、様子見？　小児のコロナワクチン接種率１割
台」の見出しを掲げて、小児接種の現状を紹介して
いるので、以下引用する。
「５～11歳向けの新型コロナウイルスのワクチン

接種が３月から本格的に始まり、２カ月がたった。
進み具合はいま、どんな状況にあるのか。首相官邸
によると、５月２日現在で全国で１回目接種を終え
たのは13.5%（速報値）。職域などで64歳以下への接
種が本格化した昨年６月からの２カ月間で約30%
だったのに比べると、あまり進んでいない。地域差
もあり、朝日新聞が電話などで確認したところ、関
西圏と首都圏を比べると、首都圏のほうが接種率は
高い。大阪府は５月１日時点で１回目を終えたのが
5.6%と全国平均を大幅に下回っていた。ほかの関西
圏では、滋賀県10.6%、奈良県8.7% だった。首都圏
では、東京都14.3%、神奈川県11.5%、埼玉県14.9%、
千葉県16.0% と、神奈川以外はいずれも全国平均を
やや上回っていた。一方、５～11歳向けのワクチン
について、厚生労働省はオミクロン株への感染を予
防する効果が一定期待されるとする一方で、有効性
を示す資料が十分に集まっていないとして、現段階
では予防接種法の『努力義務』の対象外としている。
12歳以上とは異なり、保護者が子どもに接種させる
よう努める義務はない。朝日新聞の取材では、『努力
義務が課されていないため、競争をあおるような接
種率は公表しない。』、『数字の目標は立てず、追って
いない。』などと回答した自治体も少なくなかった。」

３．「流行の波」に基づく「７つの時期区分」
１）�「第１波」（2020年３月から５月）�

…「混乱」と「法制整備」
すでにみたように、１月16日の「国内感染者の確

認」から２月13日の「国内で初の死者の確認」まで
の１カ月は、まさに「混乱」の中にあった。手探り
で「感染症対策」が続けられる中、２月５日に新型
コロナウイルス検査の陽性が確認されたクルーズ船
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「ダイヤモンド・プリンセス号」内で発生した感染事
案は大きな衝撃となった。しかし、２月13日の「初
の死者」は、新型コロナウイルスに関連した27例目
の症例であった。その後、３月下旬から感染者が急
増し、報告数が720人となった４月11日をピークと
する流行をみた。これが、「第１波」の流行である。
第１波の時期は、「新型インフルエンザ等対策特別措
置法」の改正により国・自治体の対応の基礎的な枠
組みが整備され、「学校の休校」、「３つの密」、「緊急
事態宣言」、「新しい生活様式」という、その後、新
型コロナウイルス感染症対策に関わる出来事を読み
解く、４つの重要なキーワードが生まれた。こうし
て、国民生活は、後で声高に叫ばれるようになる「新
しい生活様式」への移行が少しずつ進んでいったの
である。その中で、２月27日、政府が行ったの「全
国すべての小中高校などを３月２日から春休みまで
の間、臨時休校する」という「一斉休校」の要請は、
際立った唐突感を与えた。ただ、その時点では、国
民の多くが「コロナ禍」という名の下、この事態が
こんなに長く続くとはあまり想定されていなかった
ように思われる。なお、５月下旬の新規陽性者は全
国で50人を下回る水準となり、第１波は収束に向
かった。

２）�「第２波」（2020年７月から９月）�
…「飲食店等への営業時間短縮要請」

６月下旬から、全国の１日あたりの新規陽性者の
報告数が100人を超える事態となり、８月７日には
1605人と急増した。「第２波」の流行である。政府
の新型コロナ対策分科会での分析では、接待を伴う
飲食店など繁華街での感染例が多く報告された。こ
うした事例を踏まえ、第２波では緊急事態宣言の発
出はなく、感染拡大をみた自治体が酒類を提供する
飲食店などへの営業時間短縮の要請という対応を
行った。感染者数は８月上旬から中旬をピークに減
少傾向に入ったものの、９月に入っても全国の感染
者数が500人前後で推移した。

３）�「第３波」（2020年11月から2021年３月）�
…２回目の「緊急事態宣言」発出

11月上旬から、感染者は再び全国で増加し始め、
感染経路は「家庭内感染」の比率が大幅に増えた。

「第３波」の流行である。年齢層も、それまでの若年
層から中高年層、特に重症化リスクの高い高齢者の
感染が増加し、それに伴い、重症者が第１波、第２
波よりはるかに多くなった。11月18日には、新規陽
性者が全国で初めて過去最多となる2000人を超え、
12月31日には全国で4533人と最多陽性者数を更新し
た。クリスマスや忘年会、新年会といった年末年始
の恒例行事や帰省が感染の急拡大につながったと専
門家は指摘したが、年明け早々、新規陽性者数は一
気に増える結果となった。

全国では、１月８日に7955人と過去最多となり、
２回目の「緊急事態宣言」が発出された。実施期間
は「令和３年１月８日から同年２月７日まで」とし、
実施区域については、埼玉県、千葉県、東京都及び
神奈川県の４都県とすることとした。１月14日から
は、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県及び福岡県の７府県を追加した。２月２日に、
実施期間を３月７日まで延長することとし、実施区
域から栃木県を除き10都府県とすることとしたが、
２月26日には、実施区域は埼玉県、千葉県、東京都
及び神奈川県の４都県に変更された。「飲食店には午
後８時までの時短営業（酒類提供は午後７時まで）
を求める。」などの対策により、全国の感染者数は
徐々に減少し、２月下旬から３月上旬には１日1000
人前後で推移するようになった。３月７日の延長期
限が間近になった３月５日に、緊急事態措置を３月
21日まで再延長したが、３月18日に、３月21日を
もって終了することを決定した。なお、２月３日に
行われた特別措置法の改正により、「新型インフルエ
ンザ等まん延防止等重点措置」が設けられた。

４）�「第４波」（2021年４月から６月）�
…「まん延防止等重点措置」と「アルファ株」

３月下旬から、大阪府や兵庫県など関西圏で感染
者数が急増し始めた。「第４波」の流行である。４月
３日には、大阪府で新規の報告者数が666人と過去
最多を記録した。この事態を受け、政府は「緊急事
態宣言」の発出ではなく、新しく設けられた「新型
インフルエンザ等まん延防止等重点措置」の適用で
対応することとした。４月５日から大阪、兵庫、宮
城の３府県に初めて適用、12日からは東京、京都、
沖縄の３都府県が、20日からは千葉、埼玉、神奈川、
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愛知の４県が追加され、合計10都府県に適用された。
しかし、大阪では４月13日に1099人の新規陽性者数
となり、その後も1000人を超える感染者数をみた。
関西で急激に広がった大きな要因は、従来型ウイル
スよりも感染力が強いとされる「変異ウイルス（ア
ルファ株）」への置き換わりが急速に進行したためと
され、このため、第４波では、感染者数をみると大
阪府の方が東京都を上回るという特徴がみられた。

４月23日、「まん延防止等重点措置」適用の効果
があまり見られないことから、政府は、「４月25日
から５月11日まで」の17日間を実施期間とし、３回
目となる緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都の
４都府県に発出した。ゴールデンウイークの期間を
含むため、飲食店での酒類提供を禁じるなどの強い
措置を盛り込み。また、大型商業施設にも休業を要
請し、大規模イベントは原則無観客で行うことを主
催者に求めた。大阪府の感染者数の報告は、４月28
日と５月１日に1260人と過去最多を更新した。

５月７日には、実施期間を５月31日まで延長する
とともに、実施区域に、愛知県及び福岡県の２県を
追加した、全国でも、５月８日、7234人の感染者が
報告されるなど、感染状況は引き続き高い水準にあっ
た。５月14日には、北海道、岡山県及び広島県の３
道県を追加した。５月21日に、実施期間を６月20日
まで延長するとともに、実施区域に沖縄県を追加し
た。その際、実施期間を、北海道、東京都、愛知県、
京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡
県については５月31日まで、沖縄県については６月
20日までとした。５月28日に、緊急事態措置を実施
すべき期間を、北海道、東京都、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県につい
て同年６月20日まで延長した。６月17日には、緊急
事態措置を実施すべき期間を同年７月11日まで延長
し、緊急事態措置を実施すべき区域を、同年６月21
日から、沖縄県の１県とすることとした。

３回目の緊急事態宣言は結局、計10都道府県まで
拡大し、実施期間も再三延長されたが、６月20日に
沖縄県を除いて解除された。沖縄県は、その後も８
月22日まで延長され、９月30日にようやく解除され
た。

５）�「第５波」（2021年７月から９月）�
…感染力が強い変異株「デルタ株」の登場

７月に入ると、また感染が急拡大した。「第５波」
の流行である。７月８日、政府は、６月20日に緊急
事態宣言をいったん解除し、まん延防止等重点措置
に移行していた東京都に対し、「７月12日から８月
22日まで」を実施期間とする、４回目の緊急事態宣
言を発出し、緊急事態措置を実施すべき区域を、東
京都及び（継続中の）沖縄県の２都県とすることと
した。

７月30日には、実施期間を同年８月31日まで延長
するとともに、８月２日から、「まん延防止等重点措
置」を適用していた埼玉県、千葉県、神奈川県及び
大阪府の４府県を追加し、実施区域を計６都府県と
することとした。感染力が強い変異株、「デルタ株」
の影響で、その後も感染の勢いは衰えることなく、
７月31日には全国で１万2342人と過去最多を更新、
８月13日に初めて２万人を超えると、８月20日には
２万5871人と過去最多を更新、爆発的な感染となり、
各地で過去最多が更新された。

８月17日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
大阪府及び沖縄県の緊急事態措置の適用期限を８月
31日までであったものを９月12日までに延長し、茨
城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及
び福岡県の１府６県を緊急事態宣言の対象区域に追
加し、実施すべき期間は８月20日から９月12日まで
とすることを決定した。また、高知県、佐賀県、長
崎県及び宮崎県の４県をまん延防止等重点措置の対
象区域に追加し、実施期間を８月20日から９月12日
までとすることを決定した。

８月27日からは、北海道、宮城、岐阜、愛知、三
重、滋賀、岡山、広島の８道県をまん延防止等重点
措置から緊急事態措置への移行により追加し、高知
県、佐賀県、長崎県及び宮崎県の４県をまん延防止
等重点措置の対象区域に追加、実施すべき期間を８
月20日から９月12日までとすることを決定した。

さらに、８月31日が宣言の期限の東京や大阪など
６都府県も含めて期限を９月12日とし、宣言区域は
21都道府県にまで拡大された。９月９日には、実施
期間を９月30日まで延長するととともに、実施区域
を、９月13日から北海道、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡
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県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、広島県、福岡県及び沖縄県の19都道府県とす
ることとした。

なお、まん延防止等重点措置については、９月９
日、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県、長
崎県の６県については、適用期間終了に伴い９月12
日限りで解除、福島県、石川県、香川県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県の６県については、まん延防止等
重点措置を実施すべき期間を９月12日までであった
ものを９月30日までに延長し、緊急事態宣言から移
行する形で宮城県及び岡山県の２県をまん延防止等
重点措置の対象区域に追加し、実施すべき期間を「９
月13日から９月30日まで」とすることを決定した。

９月28日、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体
制に対する負荷の状況について分析・評価を行い全
ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこと
となったため、緊急事態措置を実施すべき期間とさ
れている９月30日限りで緊急事態措置を終了するこ
とを決定した。まん延防止等重点措置については、
まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされてい
る９月30日限りで、まん延防止等重点措置を集中的
に実施する必要がある事態が終了する旨を決定した。
こうした中、１年遅れの東京2020オリンピック競技
大会（７月23日～８月８日）、及び東京2020パラリ
ンピック競技大会（８月24日～９月５日）が開かれ
たが、開催期間がそのまま緊急事態宣言下という「異
例の開催」となった。

６）�「第６波」（2022年１月から３月）�
…「感染力がさらに強い変異株「オミクロン株」

2022年に入ってから、新たな感染拡大が始まった。
「第６波」の流行である。

１月７日、政府は、「１月９日から１月31日まで」、
広島県、山口県及び沖縄県の区域を対象に、まん延
防止等重点措置を発令した。１月18日には全国で３
万人を超え、１月19日、爆発的な感染者の増加傾向
により、適用要請のあった１都12県にまん延防止等
重点措置の適用を追加した。期間は１月21日から２
月13日まで、新たに実施すべき区域は、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知県、
三重県、岐阜県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎
県とされた。

１月25日、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体
制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、
感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、
１月27日から２月20日までを実施期間に、北海道、
青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、
長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、
岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の１
道２府15県にまん延防止等重点措置の適用を追加し
た。また、広島県、山口県及び沖縄県については、
実施期間を２月20日まで延長した。

２月に入っても、感染者数は過去最多を更新し続
け、２月３日には全国で10万4472人と、初めて10万
人の大台を超えた。２月３日、要請のあった和歌山
県に適用され、２月10日には、要請のあった高知県
を追加し、実施期間は２月12日から３月６日までと
した。まん延防止等重点措置の対象区域は、この時
点で計36都道府県まで拡大した。さらに、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、愛知
県、三重県、岐阜県、香川県、長崎県、熊本県及び
宮崎県については、２月13日までの実施期間を３月
６日まで延長した。

２月18日、山形県、島根県、山口県、大分県及び
沖縄県については、２月20日限りでまん延防止等重
点措置を終了し、北海道、青森県、福島県、茨城県、
栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、
兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀
県及び鹿児島県については、２月20日まで（和歌山
県は２月27日まで）の実施期間を３月６日まで延長
した。

３月２日、厚生労働省の専門家組織「新型コロナ
ウイルス感染症対策アドバイザリーボード」は、「デ
ルタ株に比べ、オミクロン株は世代時間が約２日（デ
ルタ株は約５日）に短縮、倍加時間と潜伏期間も短
縮」されており、「再感染リスクや二次感染リスクが
高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認され
ている。」と分析した。

３月４日、福島県、新潟県、長野県、三重県、和
歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、宮崎県及び鹿児島県については、実施期間
の３月６日限りで終了し、北海道、青森県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大
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阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の18都道府県では
３月21日まで再び延長された。全国の新規感染者数
はなお１日７万人前後と高水準で推移し、政府の対
策は「オミクロン株の抑え込み」に十分な効果を発
揮していない現状であった。報道等では、このまま、
流行が収まらないまま「第７波」を迎えるのではな
いか、という予測も示されている。

３月17日、実施期間とされている３月21日限りで、
まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があ
る事態が終了する旨を決定した。これにより、３月
21日をもってすべての重点措置は解除された。

７）�「第７波」（2022年７月から）�
…「下げ止まり」から「過去最多の感染者数」へ

2022年６月２日、国立感染症研究所は「新型コロ
ナウイルス感染症の直近の感染状況等（2022年６月
１日現在）」を発表、新型コロナウイルス感染症対策
に係る専門家組織（令和４年６月１日、厚生労働省）
の報告を伝えた。その内容は、次の通りである。
「（感染状況について）全国の新規感染者数（報告

日別）は、直近の１週間では10万人あたり約138人
となり、今週先週比は0.73と減少が続いている。ま
た、年代別の新規感染者数は全ての年代において減
少している。全国の新規感染者数の減少に伴い、療
養者数及び重症者数は減少が続いている一方、死亡
者数は横ばいとなっている。実効再生産数は、全国
的には、直近（5/15）で0.98と１を下回る水準となっ
ており、首都圏、関西圏ともに0.98となっている。
新規感染者数については、全国的には、ほとんどの
地域で報告数の減少傾向が続いている。地域別に見
ると、直近１週間の移動平均について、首都圏、愛
知県や大阪府などでは昨年夏のピーク時を下回る状
況にある一方、沖縄県では全国で最も高い状況が続
いているものの、直近の約２週間は減少がほぼ継続
している。年代別の新規感染者数では全ての年代で
減少しており、地域別で見てもおおむね同様の傾向
が見られるが、一部の地域では、80代以上で増加傾
向が見られることから、引き続き、高齢者の感染状

況を注視していく必要がある。」
また、６月30日に開かれた専門家組織は、オミク

ロン株の新たな派生型（BA・5）の占める割合が24％
となるなど、置き換わりが進んでおり、今後夏休み
の影響などで感染者の増加が懸念される。」などの評
価結果をまとめた。厚生労働省によると、６月29日
までの１週間に確認された全国の感染者数は、その
前の週と比べ1.17倍でおよそ１カ月半ぶりに増加に
転じた。座長は、「下げ止まりから増加の局面に入っ
てきているとの認識だ。」と述べている。

このような「増加の局面」は、７月に入ってから
各地で新規感染者が急増、想定を超える感染拡大に
なった。全国の感染者数が３万７千人となった７月
11日、国の専門家会議の会長は「新しい波に入った
のは間違いない。」と述べた。「第７波」の流行であ
る。翌12日は７万６千人と倍増、さらに13日は９万
４千人、14日は９万８千人と激増し、この日、国内
感染者数の累計は１千万人を超えた。15日は10万３
千人、16日は11万676人を記録、これまで最も多かっ
た2022年２月３日の10万４千人を超え、１日あたり
で過去最多となった。17日は10万５千人と「３日連
続10万人超」の事態となり、三連休最後の18日は７
万６千人となった。７月23日には20万975人と、つ
いに20万人の大台を超えた。専門家によると、重傷
者数は低い水準にあるが、今後増加が懸念されると
されている。

最後に、2022年７月23日現在の、全国の感染状況
（累積）を記載しておこう。「国内での確認」と「ク
ルーズ船（ダイヤモンド・プリンセス号）」を合計し
た、感染者数は1121万2107人、死者は３万1877人で
ある。
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染状況等」、随時。
・・内閣官房「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施

状況に関する報告」、2020年６月、及び2021年10月。


